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「高齢者所在不明問題」に係る医療情報の外部提供について（答

申） 

 

 平成２２年９月９日付け山後広総第１４２号で諮問のあったこのことについ

ては、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 「高齢者所在不明問題」に関連し、高齢者の所在確認のための資料として

日本年金機構及び市町に対して個人情報を外部提供することについては、本

件が公益性の高い問題であること、提供先が公共的な団体であること、年金

の不正受給を防ぐことに繋がることから、これを適当と認める。 

 

 

２ 山口県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例第８条第１項第５号の規

定による個人情報の外部提供をした場合における、同条第４項の規定による

本人通知については、諮問の理由によりこれを行わないことは適切でないた

め、今後、実施機関において判断されたい。 

 

以上 


